2026.4
【変更申請】先端設備等導入計画　申請書提出用チェックシート 
	申請者
	事業所名
代表者氏名
	

	担当者
	部署・氏名
	

	
	電話番号
	
	E-mail
	


以下の項目を確認し、　「申請者チェック欄」 に　「✔」　をチェックしたうえで、本書を申請書に添付して提出してください。
※設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代など、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

	（１）変更申請に必要な書類の確認
	申請者
チェック欄
	明石市
使用欄

	必要書類
	2-1
	様式第23(第26条関係)「先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書」
及び別紙「先端設備等導入計画」（変更後）
	
	

	
	2-2
	「先端設備等導入計画に関する確認書」（認定経営革新等支援機関が作成）
	
	

	
	2-3
	誓約書（明石市暴力団排除条例関係）（原本）　　　　　　　　　　　　　　※押印必要
	
	

	
	2-4
	返信用切手を貼った返信用封筒、又はレターパック　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【注１】
	
	

	
	2-5
	【変更申請】申請書提出用チェックシート（本書）
	
	

	固定資産税の特例措置を受ける場合
【注２】
	2-6
	「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」及び「別添」（認定経営革新等支援機関が作成）　
	
	

	
	2-7
	「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」（原本）※従業員代表者の著名（記名＋押印も可）必要　
	
	

	
	2-8
	「リース契約見積書」（写し）、及び「固定資産税軽減確認書」（写し）
	
	


※【注１】申請書類と同程度の重量を送付可能な返信用切手を貼ってください。（50~100ｇ→180円、100~150ｇ→270円）
また、特定記録による返信を希望される場合は、加算料金210円分の切手を追加して貼ってください。
※【注２】税制支援を受けるためには計画の新規申請時に賃上げ方針を位置付ける必要があります。変更申請時に賃上げ方針を位置付けたい場合、新規申請に賃上げ方針が位置付けられているものに限り、賃上げ方針の変更が可能となり、当該賃上げ方針の内容に応じた特例率が適用されます。（※方針の変更がない場合は、提出不要です）
「８リース契約見積書、軽減確認書」については、所有権移転外リース等で、計画申請者と固定資産税の負担者が異なる場合のみ必要です。（固定資産税軽減確認書は、リース事業協会が確認したものを提出してください。）
	　（２）変更申請の注意事項（※番号は上記「(１)変更申請に必要な書類の確認」の項目番号に対応）
	申請者
チェック欄
	明石市
使用欄

	―
	住所、記名がされているか
	
	

	2-1
	「変更に係る認定申請書（様式第23（第26条関係））」を使用しているか。
※「認定申請書（様式第22（第25条関係））」は使用しない
	
	

	
	「先端設備等導入計画」が、認定を受けたものを修正する形で作成されているか。

※変更・追記部分に下線を引く等、変更箇所が分かりやすく記載してください
※変更前の先端設備等導入計画（控え）については、当市に控えがあるため提出不要です
	
	

	2-2
	「先端設備等導入計画に関する確認書」は変更前ではなく、変更後の「先端設備等導入計画」に対して確認されたものであるか。
	
	

	2-6
	「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」は変更前ではなく、変更後の「投資計画」に対して確認されたものであるか。
	
	

	2-7
	「従業員への賃上げ方針の表明を証する書面」は、導入計画「6.雇用に関する事項」の記載内容と齟齬がないか。また、従業員代表者の著名があるか。（記名＋押印も可。記名のみは不可）
	
	


※具体的な記載方法については 「先端設備等導入計画策定の手引き（令和7年度税制改正後）」 を参考にしてください。
	（３）その他
	YES
	NO

	１
	「先端設備等導入計画」の認定対象となる中小企業者であるか（※手引きP3参照）
	
	

	２
	先端設備等は「先端設備等導入計画」の認定後に取得するか
	
	

	３
	≪固定資産税の特例措置を受ける予定である場合のみ回答≫
税制措置の対象となる中小事業者等の要件、及び設備の要件を満たしているか（※手引きP5参照）
	
	


-----------------------------------------------------------------------------------------------
(明石市記入欄)
受領日：　　　　　　年　　　　月　　　　日
備考：
